
　

改
正
介
護
保
険
法
が
成
立
し
2
0
1
2

年
度
施
行
へ
政
省
令
の
補
強
や
報
酬
改
定

作
業
に
入
っ
た
。今
回
は
小
幅
な
見
直
し

だ
が
、“
満
10
歳
”の
デ
ー
タ
と
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、介
護
保
険
制
度
の
近
未
来
像

が
浮
か
ぶ
。

75
歳
以
上
の
認
定
率
は
3
割

　

法
案
成
立
に
次
い
で
2
0
0
9
年
度
の

事
業
状
況
報
告
が
ま
と
め
ら
れ
た
。発
足

10
年
と
い
う
節
目
の「
年
報
」で
あ
る
。

　

65
歳
以
上
の
第
1
号
被
保
険
者
は

2
0
0
0
年
度
の
2
2
4
2
万
人
か
ら

2
8
9
2
万
人
へ
6
5
0
万
人
増
え
た
。

内
訳
は
75
歳
以
上
で
4
5
5
万
人
増
、65

～
74
歳
で
1
9
5
万
人
増
。後
期
高
齢
者

の
急
増
が
際
立
つ
。

　

要
支
援
・
要
介
護
の
認
定
者
は
2
5
6

万
人
か
ら
4
8
5
万
人
に
増
え
た
。1
号

被
保
険
者
数
に
占
め
る
認
定
者
の
割
合（
認

定
率
）は
発
足
年
度
の
11
・
0
%
か
ら
16
・

2
%
ま
で
上
が
っ
た（
図
参
照
）。要
支
援

や
要
介
護
1
の
軽
度
者
の
急
増
傾
向
を
裏

付
け
る
と
と
も
に
、年
齢
層
で
認
定
率
は

極
端
に
異
な
る
。

　

2
0
0
9
年
度
で
65
～
74
歳
の
1
5
1

4
・
4
万
人
の
う
ち
認
定
者
は
64
・
3
万
人

で
4
・
25
％
の
認
定
率
に
す
ぎ
な
い
が
、75

歳
以
上
で
は
1
3
7
7
・
3
万
人
の
う
ち

4
0
5
・
3
万
人
、29
・
4
%
と
跳
ね
上
が

る
。

　

と
り
わ
け
重
度
の「
要
介
護
4
」の
認
定

者
62
・
6
万
人
の
う
ち
75
歳
以
上
は
53
・

4
万
人（
85
・
3
％
）に
達
し
た
。最
重
度
の

「
要
介
護
5
」も
同
様
で
認
定
者
55
・
9
万
人

の
う
ち
47
・
1
万
人（
84
・
3
%
）を
占
め
た
。

　

後
期
高
齢
者
は
2
0
3
5
年
頃
に
は
倍

増
の
見
込
み
で
、介
護
も
医
療
も
、こ
の
年

齢
層
へ
の
対
応
が
最
大
の
課
題
だ
。

人
数
8
対
2
、費
用
6
対
4
の
比
率

　

利
用
者
数
は
1
カ
月
年
平
均
1
8
4
万

人
か
ら
3
9
3
万
人
と
2
倍
強
に
増
え
た
。

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
と
居
宅
サ
ー
ビ
ス（
地

域
密
着
型
を
含
む
）に
大
別
し
て
利
用
状

況
を
み
る
と
、発
足
時
の
ほ
ぼ
居
宅
7
対

施
設
3
の
比
率
か
ら
現
在
は
同
8
対
2
に

変
わ
っ
た
。

　

施
設
種
別
で
は
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
43
万
人
、老
人
保
健
施
設
32
万
人
、介
護

保
険
適
用
の
療
養
病
床
9
万
人
の
計
83
万

人
。年
度
累
計
で
み
る
と
、入
居
者
の
84
％

を
要
介
護
3
～
5
の
重
度
者
が
占
め
る
。

た
だ
し
、地
域
密
着
型（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、

小
規
模
な
特
養
ホ
ー
ム
等
）で
も
重
度
者

■
介
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■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県

立
大
学
教
授
を
経
て
、 

現
在
、目
白
大
学
教
授
。

近
刊
に『
現
代
の
社
会
福
祉
　
1
0
0
の
論
点
』（
監
修
・
共
著
、全
国

社
会
福
祉
協
議
会
刊
）。

が
総
数
の
55
％
に
上
る
。居
宅
サ
ー
ビ
ス

で
は
要
支
援
1
～
要
介
護
2
の
軽
度
者
が

70
％
弱
、重
度
者
30
％
強
の
比
率
に
な
っ

て
い
る
。

　

保
険
給
付
費（
利
用
者
負
担
を
除
く
）は

発
足
年
度
の
約
3
兆
円
か
ら
6
・
5
兆
円

に
倍
増
し
た
。内
訳
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
で

3
・
86
兆
円（
う
ち
地
域
密
着
型
0
・
57
兆

円
）、施
設
サ
ー
ビ
ス
で
2
・
64
兆
円
。利
用

者
数
で
は
居
宅
8
対
施
設
2
の
比
率
だ
が
、

費
用
面
で
は
居
宅
6
対
施
設
4
と
な
り
、

施
設
費
は
や
は
り
割
高
に
な
る
こ
と
を
裏

付
け
る
。

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
定
員
総
数

に
匹
敵
す
る
待
機
者
が
長
い
列
を
つ
く
る
。

介
護
保
険
適
用
の
療
養
病
床
は
2
0
1
5

年
度
末
の
廃
止（
当
初
案
よ
り
6
年
間
延

長
）が
決
ま
り
、施
設
サ
ー
ビ
ス
は
ま
す
ま

す
絶
対
的
不
足
に
陥
る
。

　

だ
が
、施
設
の
飛
躍
的
な
増
設
は
理
念
的

に
も
財
政
的
に
も
選
ぶ
べ
き
道
筋
と
は
思

え
な
い
。や
は
り
自
宅
や
自
宅
に
近
い
住
環

境
で
支
え
る
体
制
を
整
え
る
ほ
か
な
い
。

軽
度
者
切
り
離
し
の
長
期
戦
略
か

　

今
回
の
改
正
は「
地
域
包
括
ケ
ア
」の
構

築
を
最
大
の
目
標
と
し
た
。日
常
生
活
圏（
中

学
校
校
区
）ご
と
に
地
域
ぐ
る
み
で
高
齢
者

の
暮
ら
し
を
支
え
る
体
制
で
あ
る
。こ
の
構

想
の
柱
の
い
く
つ
か
が
実
施
さ
れ
る
。

　

24
時
間
対
応
の「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
」は
、介
護
と
医
療
の
両

サ
ー
ビ
ス
を
一
体
的
に
提
供
し
て「
要
介
護

3
以
上
の
在
宅
生
活
の
限
界
点
を
引
き
上

げ
る
」と
い
う
。夜
間
・
早
朝
を
含
め
1
日
5

～
6
回
の
定
期
訪
問
や
医
療
ニ
ー
ズ
に
も

応
え
る
随
時
訪
問
を
繰
り
返
す
。い
わ
ば「
ヘ

ル
パ
ー
・
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」で
、介
護

保
険
創
設
時
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
。

　
「
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
」は
、た
と
え
ば
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
と
訪
問
看
護
や

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
な
ど
複
数
の
事
業
を
2
種

類
以
上
組
み
合
わ
せ
る
。や
は
り
医
療
ニ
ー

ズ
の
高
い
重
度
者
対
策
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
、ど
れ
だ
け
事
業
者
が
参
入

し
、い
か
に
ス
タ
ッ
フ
を
確
保
す
る
か
。介

護
報
酬
の
設
定
に
左
右
さ
れ
る
。

　

論
議
を
呼
ん
だ
の
は「
介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
総
合
事
業
」で
あ
る
。市
町
村
が

事
業
者
を
選
び
、介
護
予
防
、生
活
支
援（
配

食
、見
守
り
等
）、権
利
擁
護
、社
会
参
加

（
各
種
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
等
）を
総
合
的
に

提
供
す
る
任
意
事
業
と
さ
れ
た
。要
支
援

認
定
者
ら
を
対
象
に
す
る
だ
け
に
、通
常

の
予
防
給
付
サ
ー
ビ
ス
を
実
質
的
に
選
べ

な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

軽
度
者
は
介
護
保
険
本
体
か
ら
切
り
離

し
、重
度
者
対
応
へ
特
化
し
て
い
く“
長
期

戦
略
”が
透
け
て
見
え
る
。

図 第１号被保険者に占める要介護（要支援）認定者の割合（認定率）

※2000～05年度は、軽度（要支援～要介護 2）。
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■ 軽度（要支援 1～要介護 2）　　■ 重度（要介護 3～要介護 5）
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